
 

 

 

吸収合併契約に関する事前開示書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年４月 21 日 

 

株式会社ジェイグループホールディングス 

 

株式会社ジェイキャスト 

 

有限会社エー・ラウンド 

 

 

 



 

2025 年４月 21 日 

各位 

 

愛知県名古屋市中区栄三丁目４番 28 号 

株式会社ジェイグループホールディングス 

代表取締役 新田 二郎 

 

愛知県名古屋市中区栄三丁目４番 28 号 

株式会社ジェイキャスト 

代表取締役 木村 直人 

 

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 18 番 18 号森政ビル 1 階 

有限会社エー・ラウンド 

代表取締役 林 裕二 

 

株式会社ジェイグループホールディングス及び株式会社ジェイキャスト、有限会社エー・

ラウンドによる吸収合併に係る事前開示 

（存続会社／会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 191 条に基づく事前備置書面） 

（消滅会社／会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 182 条に基づく事前備置書面） 

 

株式会社ジェイグループホールディングス（以下「甲」という。）及び株式会社ジェイキ

ャスト（以下「乙」という。）、有限会社エー・ラウンド（以下「丙」という。）は、2025

年４月 21 日、それぞれ取締役会および取締役の決定を経て、甲及び乙、甲及び丙の合併

（以下「本件合併」という）に係る吸収合併契約を締結いたしました。 

よってここに本件合併に係る事前開示をいたします。 

 

記 

 

第１ 吸収合併契約（会社法第 794 条第１項・第 782 条第１項第１号） 

別紙１のとおりです。 

 

第２ 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 191 条第１号・第 182 条第１ 

項第１号・同条第３項） 

 完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

 



第３ 合併対価について参考となるべき事項（会社法施行規則第 182 条第１項第２号・同 

条第４項） 

 該当事項はありません。 

 

第４ 吸収合併消滅会社の新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項（会社法施行規

則第 191 条第２号、会社法施行規則第 182 条第１項第３号・同条第５項） 

 該当事項はありません。 

 

第５ 計算書類等に関する事項（会社計算規則 191 条第３号イ、会社施行規則 182 条１ 

項４号・同条第６項第１号イ） 

１．吸収合併消滅会社である乙の最終事業年度に係る計算書類等 

乙の最終事業年度に係る貸借対照表は、別紙２のとおりです。 

 

２．吸収合併消滅会社である丙の最終事業年度に係る計算書類等 

丙の最終事業年度に係る貸借対照表は、別紙３のとおりです。 

 

３．吸収合併存続会社である甲の最終事業年度に係る計算書類等 

甲の最終事業年度に係る貸借対照表は、別紙４のとおりです。 

 

第６ 最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象（会社法

施行規則第 191 条第５号イ・同条第３号ハ・第 182 条第１項第４号・同条第６項第１号

ハ・同条同項第２号イ） 

１．吸収合併消滅会社である乙の最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を

与える事象 

 該当事項はありません。 

 

２．吸収合併消滅会社である丙の最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を

与える事象 

 該当事項はありません。 

 

３．吸収合併存続会社である甲の最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を

与える事象 

 ①資本金及び資本準備金を 2024 年５月 30 日付で以下のとおり減少させ、それぞれ全額 

をその他資本剰余金に振り替えました。 

資本金の額   116,529,855 円を 106,529,855 円減少して 10,000,000 円とする。 

資本準備金の額 109,029,855 円を 106,529,855 円減少して 2,500,000 円とする。 



②その他資本剰余金を 2025 年６月１日付で 3,020,975,457 円減少させ、利益剰余金に 

振り替えました。  

③2024 年６月 24 日付で店舗立退きに伴う解約合意金 150,000,000 円を受領いたしまし 

た。 

④2024 年７月 29 日付で店舗立退きに伴う損失補償金 172,000,000 円を受領いたしまし 

た。 

⑤2025 年１月 14 日付で、株式取得により、株式会社エッジオブクリフ＆コムレイド、

株式会社ＥＯＣクラシコ及び株式会社ＥＯＣブレインを連結子会社化いたしました。各

社の詳細は別紙５のとおりです。 

 

第７ 吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社施行規則第 191 条第６

号、会社法施行規則第 182 条第５号） 

 本件合併効力発生時点における甲の資産の額は、負債額を十分に上回ることが見込まれ

ます。また、本件合併後における甲の収益状況について、債務の履行に支障をきたすよう

な事態は、現在のところ予測されておりません。従って、本件合併後における甲の債務の

履行に支障はないと見込んでおります。 

 

以上 



合併契約書 
 

 

 
株式会社ジェイグループホールディングス（本店：名古屋市中区栄三丁目４番28号、以

下「甲」という。）と株式会社ジェイキャスト（本店：名古屋市中区栄三丁目４ 番 28号、

以下、「乙」という。）と有限会社エー・ラウンド（本店：名古屋市中村区名駅四丁目

18番18号森政ビル１階、以下、「丙」という。）は、三社の合併に関して以下のとお

り合意し、本契約を締結する。 

 
第１条（合併の方式） 

① 甲と乙は合併し、甲が存続し、乙は解散する。 

② 甲と丙は合併し、甲が存続し、丙は解散する。 

③ 前２項の手続は、同時に行う。 

④ 第１項の登記手続（甲における合併による変更登記と乙における合併による解散登

記）と、第２項の登記手続（甲における合併による変更登記と丙における合併によ

る解散登記）は、同時に行う。 

 
第２条（合併期日） 

① 甲及び乙の合併期日と甲及び丙の合併期日は、共に令和７年６月16日とし、合併期日

を合併の効力発生日とする。 

② 合併手続の進行に応じ必要のあるときは、甲乙間又は甲丙間で協議のうえ、書面で合

意した場合は合併期日を変更することができる。この場合において、甲乙間の合併

又は甲丙間の合併のいずれか一方に合併期日の変更が生じたときは、他方もこれに

応じて変更するものとし、書面で合意するものとする。 

 
第３条（資本金の額） 

甲は、合併による新株の発行及び資本金の増加は行わないものとする。但し、準備

金については、合併期日における乙又は丙の資産状況によっては、協議のうえ書面に

て合意した場合には増加させることができる。 

 
第４条（株主総会の合併承認） 

① 甲は、令和７年５月29日に株主総会を開催し、本契約書の承認及び甲乙間、甲丙間

の合併に必要な事項に関する決議を求める。但し、合併手続の進行に応じ、必要あ

るときは、各々協議してこれを変更することができる。 

② 乙は、令和７年５月29日に株主総会を開催し、本契約書の承認及び甲乙間の合併に

必要な事項に関する決議を求める。但し、合併手続の進行に応じ、必要あるとき 

は、各々協議してこれを変更することができる。 

③ 丙は、令和７年５月29日に株主総会を開催し、本契約書の承認及び甲丙間の合併に

必要な事項に関する決議を求める。但し、合併手続の進行に応じ、必要あるときは、

各々協議してこれを変更することができる。 

 
第５条（資産の承継） 

乙は令和７年２月28日現在の貸借対照表、丙は令和６年３月31日現在の貸借対照表

及びそれぞれ同日現在の計算書を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加

味した一切の資産及び負債を甲に引き継ぎ、甲はこれらを承継する。 

 
第６条（会社財産の善管注意義務） 

甲、乙及び丙は、本契約締結後合併期日までの間、善良な管理者の注意をもって

各々業務を遂行し、かつ、一切の財産管理の運営を行うものとし、その財産及び権利

義務に重要な影響を及ぼす行為を行う場合には、誠実に協議し、書面にて決定する。 

 
第７条（合併条件の変更、解除及び連動契約性） 

① 本契約締結から合併期日に至る間において、天災地変その他の事由により甲又は乙、

丙の財産又は経営状態に重大な変更を生じたとき、又は隠れた重大な瑕疵が発見され

たときは、各々協議のうえ、合併契約を変更又は解除をすることができるものとす

る。但し、本契約の変更又は解除は、書面による合意によってのみなされるものと

する。 

② 前項の場合において、甲乙間又は甲丙間の一方について合併契約の変更又は解除があ

った場合は、他方の契約において同趣旨の契約変更又は解除することができるものと

する。 

 
第８条（協議） 

本契約に規定する事項の他、合併に必要な事項については、各々協議のうえ決定す

る。 

以上、本契約締結の証として、甲、乙、丙が記名・捺印する。 

令和７年４月21日 

別紙１



 

甲（存続会社） 名古屋市中区栄三丁目４番 28 号 

株式会社ジェイグループホールディングス

代表取締役 新 田 二 郎 

 

 
乙（消滅会社） 名古屋市中区栄三丁目４番 28 号 

株式会社ジェイキャスト 

 代表取締役 木 村 直 人 

 

 
丙（消滅会社） 名古屋市中村区名駅四丁目18番18号森政ビル１階 

有限会社エー・ラウンド 
 

代表取締役 林  裕 二 
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2025 年１月14日 

各 位 

会 社 名 株式会社ジェイグループホールディングス 

（コ ー ド 番 号 ３ ０ ６ ３ ： 東 証グロース） 

本社所在地 名古屋市中区栄三丁目４番28号 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中川   晃成 

問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 林   芳郎 

電 話 番 号 （052）243-0026（代表） 

（URL http://www.jgroup.jp/） 

 

 

株式取得（子会社化）完了に関するお知らせ 

 

 

当社は、2024年 12月９日付「株式取得（子会社化）に関するお知らせ」にて公表したとおり、2025

年１月14日付で株式会社エッジオブクリフ＆コムレイド、株式会社ＥＯＣクラシコ及び株式会社ＥＯＣ

ブレインの株式を取得し、子会社化いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

１．子会社の概要 

（１）株式会社エッジオブクリフ＆コムレイドについて 

（１） 名 称 株式会社エッジオブクリフ＆コムレイド 

（２） 所 在 地 東京都中央区日本橋兜町２２－５ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役   針生 真 

（４） 事 業 内 容 飲食店の経営 

（５） 資 本 金 10,000千円 

（６） 設 立 年 月 日 2005年１月20日 

（７） 大株主及び持株比率 株式会社ジェイグループホールディングス 100％ 

 

（２）株式会社ＥＯＣクラシコについて 

（１） 名 称 株式会社ＥＯＣクラシコ 

（２） 所 在 地 東京都千代田区一ツ橋２－６－５  

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役   針生 真 

（４） 事 業 内 容 飲食店の経営 

（５） 資 本 金 200千円 

（６） 設 立 年 月 日 2014年２月28日 

（７） 大株主及び持株比率 株式会社ジェイグループホールディングス 100％ 

 

（３）株式会社ＥＯＣブレインについて 

（１） 名 称 株式会社ＥＯＣブレイン 

（２） 所 在 地 東京都中央区日本橋兜町２２－５   

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役   針生 真 

（４） 事 業 内 容 飲食店の経営 

（５） 資 本 金 300千円 

別紙５
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（６） 設 立 年 月 日 2012年１月20日 

（７） 大株主及び持株比率 株式会社ジェイグループホールディングス 100％ 

 

 

２．今後の見通し 

 本株式取得により、株式会社エッジオブクリフ＆コムレイド、株式会社ＥＯＣクラシコ及び株式会社

ＥＯＣブレインは2025 年２月期第４四半期から当社の連結子会社となる予定であります。本株式取得に

伴う当社の2025 年２月期の業績及び財務状況に与える影響につきましては軽微であると見込んでおりま

すが、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

以 上 

別紙５


